
船舶事故調査報告書 

令和７年１１月１９日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突（水上岩） 

発生日時 令和７年４月２日 ０４時００分頃 

発生場所 長崎県西
さい

海
かい

市江ノ島北西方沖の魚
うお

瀬にある水上岩 

丸田港南防波堤灯台から真方位３１４°２.６海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３３°０１.９′ 東経１２９°１８.９′） 

事故の概要 漁船第八十八海里音
み り お ん

は、北東進中、水上岩に衝突した。 

事故調査の経過 令和７年７月４日、主管調査官（長崎事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

漁船 第八十八海里音、１９トン 

ＮＳ２－１３９３８（漁船登録番号）、株式会社カイユウ（Ａ社）、

有限会社恵比須水産（船舶使用者、Ｂ社） 

第２９２－４８１２２号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 球状船首に破口、右舷船首部外板（上部）に破口及び擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北東、風力 ４～５、視界 良好 

海象：波高 約１.５～２.０ｍ、潮汐 低潮時 

 事故の経過 (1) 本事故発生場所（魚瀬） 

海図Ｗ１９８（伊万里湾至長崎港口）によれば、魚瀬は、江ノ

島北西方沖１.６Ｍ付近に位置し、東西約６００ｍ、南北約５００

ｍの水上岩を含む浅礁域となっており、最西部に高さ約８ｍの水

上岩があり、同水上岩から東北東方約３００ｍにかけて更に二つ

の水上岩がある。また、魚瀬の東部には暗岩が存在している。 

なお、航路標識は設置されていなかった。 

（図１ 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 海図Ｗ１９８（伊万里湾至長崎港口）抜粋 

本事故発生場所 



(2) 本船の操業海域 

本船は、所在地を長崎県佐世保市とするＡ社が使用していたも

のの、本事故発生の約２週間前から所在地を同県五
ご

島
とう

市とするＢ

社が使用することとなった。このため、操業海域が、長崎県北部

海域から五島海域に変更となった。 

本船は、操業海域の変更後、本事故発生の前日が初めての操業

であった。 

(3) 船長の事前の水路調査、航海計画、魚瀬の認識等 

船長は、長崎県五島列島南方沖の漁場から同県平戸市の市場に

向けて航行するのは、本事故当時が初めてであった。 

船長は、操業海域の変更に際し、五島海域で操業している僚船

の乗組員に、五島列島南方沖の漁場から平戸市の市場までの航路

を聞いた際、江ノ島と西海市平島との間を通る最短距離の航路を

助言された。このとき、魚瀬を含む浅瀬等の存在については助言

されなかったので、江ノ島と平島との間に浅瀬等は存在せず安全

に航行できると思った。 

船長は、事前にＧＰＳプロッターの地形図を拡大するなどして

航行予定海域の正確な水路状況を確認せず、魚瀬の存在を知らな

いまま、江ノ島と平島との間を航行することとした。 

（図２ 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 漁場、市場等の位置図 

 

(4) 本事故発生に至る経過 

本船は、船長ほか２人が乗り組み、五島列島南方沖の漁場でま
．

き
．
網漁を行った後、船首約０.３～０.４ｍ、船尾約１.０～１.２

ｍの喫水で、水揚げのため平戸市の市場に向けて航行を開始し

た。 

五島列島 

平戸市の市場 

平島 

江ノ島 

漁場 

長崎県 



船長は、０.７５Ｍレンジ及び１２Ｍレンジとして共にＳＴＣ*1

等の調整を自動調整としたレーダー２台並びに広範囲表示とした

ＧＰＳプロッターを作動させ、自動操舵で操船に当たり、同プ

ロッターの画面を見て江ノ島と平島との間に針路を向け、約１１

ノットの対地速力で本船を北北東進させた。 

船長は、その後、目視とレーダーによる見張りを行いながら操

船を続け、レーダーの画面表示で本船が平島の南方沖に達したこ

とを確認した後、本船の位置が平島の方に寄っていたので、江ノ

島と平島との中間に向けて右舵を取り、本船を北東進させ始め

た。 

船長は、波高約１.５～２.０ｍの波の影響で船体が上下に動揺

する状況下、引き続き目視とレーダーによる見張りを行いながら

操船を続けていたところ、突然衝撃を感じ、直ちに主機操縦レ

バーを中立とするとともに手動操舵に切り替えた。 

（図３ 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 事故発生経過概略図 

 

(5) 本事故発生後の経過 

船長は、操舵室上部に設置されたライトを点
つ

けて船内ベルを鳴

らした後、前部甲板に移動して本船の損傷状況を確認するととも

に周囲を見渡したところ、本船の右舷方に魚瀬にある水上岩が見

えたので、本船が同岩に衝突したことを認めた。 

船長は、船内ベルを聞いて集まってきた他の乗組員が負傷して

 
*1 「ＳＴＣ（Sensitivity Time Control）」とは、海面近くの波からの反射波のため、自船の近くにある物標が隠

れて見えにくくなることを防ぐ感度調整をいう。海面反射の抑制を強く設定した場合、自船付近が見づらくなり、

近接している物標も消えてしまう可能性がある。 

本船 

平島 江ノ島 

魚瀬 

金頭瀬 小瀬 

小倉瀬 

黒島 

長崎県西海市 



いないこと、その後、機関室に移動して機関室が浸水していない

ことをそれぞれ確認した。 

船長は、本船が自力での航行が可能であったので、本事故発生

を海上保安庁に通報することなく、平戸市の市場に向けて本船の

航行を開始した。 

船長は、市場で水揚げを行った後、本船を操船して佐世保市の

造船所に向かった。 

船長は、本事故後、ＧＰＳプロッターの地形図を拡大して魚瀬

を含む江ノ島周辺の浅所の位置を確認した。（写真１、２参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分析 本船は、江ノ島と平島との間を北東進中、船長が、両島間を航行す

るのは初めてであったにもかかわらず、事前に正確な水路状況を確認

していなかった上、航行中もＧＰＳプロッターの地形図を拡大して進

路方向の水路状況を確認していなかったことから、魚瀬の存在に気付

かず、魚瀬にある水上岩に衝突したものと考えられる。 

船長は、五島海域で操業している僚船の乗組員に、五島列島南方沖

の漁場から平戸市の市場までの航路を聞いた際、江ノ島と平島との間

における魚瀬を含む浅瀬等の存在について助言されず、両島間に浅瀬

等は存在せず安全に航行できると思い込んでいたことから、ＧＰＳプ

ロッターの地形図を拡大して進路方向の水路状況を確認していなかっ

たものと考えられる。 

船長は、本事故当時、レーダーで見張りを行っていたものの、次の

ことが関与したことから、レーダー画面上で魚瀬の映像を認識しづら

かった可能性があると考えられる。 

(1) 江ノ島と平島との間に浅瀬等は存在せず安全に航行できると思

い込んでレーダー画面を見ていたこと。 

(2) 波高約１.５～２.０ｍの波の影響で船体が上下に動揺する状況

魚瀬 

 

写真１ ＧＰＳプロッターの地形図を 

広範囲表示した画面 

写真２ ＧＰＳプロッターの地形図を 

拡大した画面 



下、ＳＴＣ等の調整を自動調整としており、魚瀬にある水上岩が

映りづらくなっていた可能性があること。 

原因 本事故は、夜間、本船が、江ノ島と平島との間を北東進中、船長

が、両島間に浅瀬等は存在せず安全に航行できると思い込み、ＧＰＳ

プロッターの地形図を拡大して進路方向の水路状況を確認しなかった

ため、魚瀬の存在に気付かず、魚瀬にある水上岩に衝突したものと考

えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

・船長は、あらかじめ航行海域の浅瀬等の状況を確認しておくこ

と。また、ＧＰＳプロッターを搭載している場合は、航行海域に

応じてＧＰＳプロッターを適切な縮尺表示として進路方向の水路

状況を確認すること。 

・船長は、レーダーによる見張りを行う場合、ＳＴＣ等の調整具合

によって、水上岩が映りづらくなることがあることを考慮し、状

況に応じてＳＴＣ等の調整、レンジの切換え等を適切に行い、

レーダーを有効に活用すること。 

・船長は、船舶事故が発生した場合、適切な助言や支援を得られる

よう、速やかに海上保安庁に通報すること。 

 


